
 

                ふれあい月間        生活指導主任 

 新年度が始まって約２か月が経ちました。子どもたちは

新しいクラスにも慣れ、友達関係も広がってきました。 

 さて、東京都教育委員会では、毎年６月、１１月、２月

をふれあい（いじめ防止強化）月間として、いじめや不登

校、暴力行為などの問題行動を未然に防止し、子どもたち

の健全育成を目指して取り組んでいます。 

 杉並区では、４月１日より「杉並区いじめの防止に関す

る条例」が施行されました。これは、いじめを絶対に許さ

ない・放置しないという認識の下、全ての子どもが安心し

て学び、自分らしく生き生きと暮らすことができる地域社

会の実現を目指すために制定されました。 

 この条例には、区、学校・学校の教職員、保護者、区民

等、関係機関と５つの立場の役割・責務が記されています。

子どもたちをそれぞれの立場から守っていく必要があるこ

とが伝わってきます。学校の教職員は、日常生活に注意を

払い、信頼関係の構築に努めること、学校全体で組織的に

いじめの防止及び早期発見に取り組むことが責務となって

います。 

 久我山小学校では、「いじめ防止基本方針」を根幹

として、教員の校内で研修やいじめアンケートの実

施等を行い、全教職員でいじめを許さない姿勢で組

織的対応を行っております。 

 今回の条例施行を受け、今年度は以下の取組を行

います。 

① 弁護士を招いてのいじめ防止授業の実施 

５月 24日（土）に４年生の全クラスで行いました。 

② 毎月のいじめアンケート実施 

子どもたちが先生に伝えることができる機会を増

やして早期に発見し、早期に対応します。 

③ いじめに関する授業 

学級活動や道徳科の授業で実施します。 

１学期は５月 24日（土）に全学級で実施しました。 

④ いじめに関する校内での研修 

いじめに関する研修の場を増やしたり、杉並区が

行う研修内容を共有したりして、いじめについての

理解を深め、全教職員が協力して未然防止に努めま

す。子どもたちが安心して学校生活を送ることがで

きるよう、保護者の皆様としっかり連携していじめ

防止に努めます。ご理解ご協力をお願いいたします。 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.548 ６月号 

令和７年５月３０日 

杉並区立久我山小学校 

電話(3331)3631 FAX(3247)8415 
URL http://www.suginami-school.ed.jp/kugayamashou/ 

今年度の久我山まつりは、学級ごとにお店を出し、前後半に分かれて全員がお店番とお客さんになります。（１年生は、

お客さんのみです。） 

 ６月２７日（金）１～３校時に行われ、代表委員会が開会式・閉会式の司会を務めます。学級のみんなでアイデアを出

し合いながら準備を進めています。今年度はどんなお店が登場するのか、今からとても楽しみです。 

      （久我山まつり担当） 

 

みんなが主役！！久我山まつり！！ 

校内の安全な過ごし方を考えよう ６月の生活目標 

 長寿命化工事による校庭改修工事のため、6 月から校庭を使用することができなくなります。休み時間を校内で安全

に過ごすために、今月は教室の中での過ごし方や、廊下の歩き方などを改めて見直す生活目標を設定しました。学級で

も、けがなく落ち着いて安全に過ごせるように指導します。また、９日（月）から水泳指導が始まります。プール使用

時の約束を確認して、安全に楽しく学習を進めていきます。                  （生活指導主任） 

 



 

 

 

 

 

 

 

○長寿命化工事による校庭改修工事について 

６月２日（月）～９月３０日（火）  詳細は、別途学校からの通知をご覧ください。 

上記の期間、校庭が工事用フェンスで覆われ、使用及び通行することができません。 

◇登校は、給食室前の門「通称：給食門」（1.3.5年）と東門（2.4.6年）を使用することになります。 

◇下校は、全学年給食門を使用します。学童クラブ・放課後居場所については、それぞれ案内があります。 

◆遅刻・早退の場合は、正門、来客・職員昇降口を使用します。 

工事車両も多くなるため、登校の時間に間に合うようご協力ください。 

 

○水泳指導について 

６月９日（月）～７月１８日（金）  詳細は、別紙配布済みの学校からの通知をご覧ください。 

安全に学習できるようにするために、水温や気温が規定に満たない場合、あるいは規定を超える場合、雨や雷等天

候が不順な場合は実施しません。水着は、使わなかった場合も毎回持ち帰ります。 

また、水泳指導期間中も、体育館での体育の学習を行います。これまで通り、月曜日には体育セットを持たせてく

ださい。 

 

・朝の健康観察 

  「プールカード」へ体温の記入等をお願いします。記入もれや手足の爪が伸びている場合、忘れ物がある場合は

プールに入れませんので、ご注意ください。 

・検診 

学校での検診で、耳鼻科・内科・眼科の未受診の児童や、病気の疑いがあると知らせをもらった児童は、早めに受 

診してください。プールに入れない場合があります。 

・持ち物 

・水着 ・水泳帽子 ・バスタオル ・水着入れビニル袋 ・プールカード ・水筒  

※バスタオルは一枚に広がっているものではなく、ラップタオルをご用意ください。 

・着替えの練習 

  水着がきつい場合があるので、水着の着脱の練習と髪の毛を帽子の中に入れる練習を前日までにお願いします。

髪の毛が長いお子さんには、髪を結ぶゴムを持たせてください。男の子は、水着のひもを結べるようにしておいて

ください。 

 

〇読書月間について 

６月は、読書月間です。ご家庭の読みものを持たせる場合は、名前を書き自己管理をしてください。学習に関連の

ある漫画でも漫画は不可。活字に触れ文章を読む機会にします。 

 

〇７月公開授業、保護者会について   詳細は、近くなりましたら学校から通知を配信します。 

７月３日（木）１３時２５分～（５校時）１・２年生 万引き防止の授業公開（体育館にて） 

１4時３０分～ １・２・５年生保護者会（各教室にて） 

７月８日（火）１３時２５分～（５校時）３・４年生 万引き防止の授業公開（体育館にて） 

１4時３０分～ ３・４・６年生保護者会（各教室にて） 

 

お知らせ（全学年） 



令和７年度久我山小学校　６月予定 ◎スクールカウンセラー来校日

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年

1
日

2
月

全校朝会
６校時クラブ活動②
読書月間始　ＱＵ調査実施（６日までに）

4 5 5 6 6 6

3
火

月目標指導
生活科見学（１）
生命（いのち）の安全教育(学活）（５６）

5 5 6 6 6 6

4
水

情報モラル 口腔保健指導（６） 4 4 4 4 4 4

5
木

読書
社会科見学（６）
生命（いのち）の安全教育(学活）（１２３４）　　　◎

5 5 6 6 6 6

6
金

読書
４時間授業
避難訓練

4 4 4 4 4 4

7
土

8
日

9
月

全校朝会
水泳指導始
移動教室前健診（５）

4 5 5 6 6 6

10
火

読書 5 5 6 6 6 6

11
水

情報モラル
山中湖移動教室１日目（５）
歯科検診（２４６）

4 4 4 4 4

12
木

読書 山中湖移動教室２日目（５）　　　　　　　　　　　◎ 5 5 6 6 6

13
金

読書 山中湖移動教室３日目（５） 5 5 5 6 6

14
土

15
日

16
月

全校朝会 4 5 5 6 6 6

17
火

安全指導 5 5 6 6 6 6

18
水

情報モラル 4 4 4 4 4 4

19
木

読書 なかよし班交流給食～昼遊び　　　　　　　　　　　◎ 5 5 6 6 6 6

20
金

読書
絵手紙（３・４総合）
６校時 ６年とＣＳの懇談会

5 5 5 6 6 6

21
土

22
日

23
月

全校朝会 ５校時委員会活動③ 4 4 4 4 5 5

24
火

いのちの日 音楽鑑賞教室（５） 5 5 6 6 6 6

25
水

読書 租税教室（６）２～４ｈ 4 4 4 4 4 4

26
木

読書 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎ 5 5 6 6 6 6

27
金

学級指導 久我山まつり ４時間授業 4 4 4 4 4 4

28
土

29
日

30
月

全校朝会
定期健康診断終
読書月間終　体力調査終

4 5 5 6 6 6

日 朝の時間 行事
授業時数

 


